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審査要領（以下「本書」という。）は、大牟田市（以下「本市」という。）が実施する大牟田市下

水処理場等の包括的維持管理業務委託（以下「本委託」という。）について、事業者の選定に当た

っての評価基準を定めたものであり、本委託に係るプロポーザル実施要領等と一体となるもので

ある。

1 審査方式

本委託では、民間事業者の有する専門的な知識やノウハウを活用することが必要であることか

ら、事業者の選定に当たっては、公募型プロポーザル方式を採用し、業務提案による技術面等の

非価格要素とともに提示された参考見積価格を総合的に評価する。

2 優先交渉権者決定の手順

優先交渉権者決定の手順は、図 １「優先交渉権者決定フロー」に示すとおりとする。

図 １ 優先交渉権者決定フロー
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2.1 プロポーザル参加資格の確認

2.1.1 参加書類の確認

本市は、参加者から提出された参加資格確認書類について、プロポーザル実施要領にて求

めた必要書類がすべて揃っていることを確認する。書類不備の場合は失格とする。

2.1.2 参加資格の確認

本市は、参加者から提出された参加資格確認書類に基づき、参加者がプロポーザル実施要

領に定める参加資格要件を満たしていることを確認する。参加資格要件を満たしていない場

合は失格とする。

2.2 業務提案書の審査

本市は、参加者から提出された業務提案書について、プロポーザル実施要領にて求めた必要

書類がすべて揃っていることを確認する。書類不備の場合は失格とする。

2.3 プレゼンテーション及びヒアリングによる審査

大牟田市下水処理場等包括的維持管理業務委託審査委員会（以下「委員会」という。）にお

いて、業務提案書の関するプレゼンテーション及びヒアリングにより審査を行う。

また、審査日時及び場所等については、本市より代表企業又は単独企業に文書で通知する。

2.4 提案内容審査

委員会は、参加者から提出された業務提案書のうち技術的提案などの非価格要素の内容につ

いて、本書 33.2に基づき審査を行い、技術点を得点化する。

本市は、参加者から提出された参考見積価格について、提案上限価格以下であることを確認

する。参考見積価格が提案上限価格を超える場合は無効とする。また、本書 33.4に基づき価格

点を得点化する。

2.5 総合評価点の算定

委員会は、技術点と価格点を加算した総合評価点を算定する。

2.6 優秀提案者の選定

委員会は、総合評価点によって参加者の評価順位を決定するとともに、総合評価点が最も高

い者を優秀提案者として選定する。

優秀提案者が２者以上あるときは、技術点が高い者を優秀提案者として選定する。この場合

において、技術点が同点であるときは、評価Ｃ及びＤの数が少ない者を優秀提案者として選定

する。

2.7 優先交渉権者及び契約候補者の決定

本市は、委員会の選定結果をもとに優先交渉権者を決定し、業務要求水準書及び業務委託契

約書（案）の内容、契約金額等、契約に必要な内容の協議を行い、協議が成立した場合、契約

候補者とする。

協議が成立しない場合は、総合評価点の上位者から順に契約交渉を行うものとする。

3 総合評価点の算定方法

3.1 配点方針

技術点と価格点の配点は、１４０点及び６０点を満点とし、技術点と価格点を加算して得ら

れる合計点を総合評価点とする。
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総合評価点＝技術点（１４０点満点）＋価格点（６０点満点）

3.2 技術点の審査項目、評価の視点及び配点

技術点の審査項目、評価の視点及び配点は、表 １「技術点の審査項目、評価の視点及び配

点」のとおりとする。
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表 １ 技術点の審査項目、評価の視点及び配点

審査項目
評価の視点 配点

大項目 中項目

１ 業務の実

施方針、業務

体制（１６点

満点）

（１）業務

の実施方針

●地域特性及び施設特性を把握しており、基本方針に

対する理解度とともに、各提案が全体として基本方針

を実現するために有効であるかを評価する。

５点

（２）業務

体制

●配置予定の総括現場責任者、水質管理業務責任者に

ついて評価する（業務経験、保有資格等）。

●従事者の人員配置計画について評価する（配置予定

人数、業務経験、保有資格等）。

●効果的かつ効率的な業務の実施体制等について評

価する。

●従事者の教育・研修の取組みについて評価する。

●業務を支援する体制について評価する。

１１点

２ 運転管理

業務（４２点

満点）

（１）下水

処理管理業

務

●要求水準を遵守するための効果的な取組みについ

て評価する。

●放流水質の安定化、省エネルギー対策に考慮した独

自の手法について評価する。

●放流先環境に配慮した取組みについて評価する。

１０点

（２）合流

改善業務

●合流式下水道の改善対策に留意し、雨天時に流出す

る汚濁負荷量の削減を図る手法について評価する。
５点

（３）雨水

ポンプ場業

務

●ポンプ場における浸水の防除のための方策につい

て評価する。

●雨天時のポンプ場の人員配置計画について評価す

る（市ＢＣＰを踏まえた人員配置計画、参集体制、雨

水ポンプ場業務経験等）。

１５点

（４）施設

管理業務

●各施設を一体的に管理するための方策及び体制に

ついて評価する。

●遠隔監視や測定データを活用した効率的な管理手

法について評価する。

１２点

３ 保守管理

業務（３５点

満点）

（１）保守

点検・計画

業務

●予防保全の観点から、提案された保守点検方法の有

効性について評価する。

●施設特性を踏まえた効果的な保守点検方法につい

て評価する。

１５点

（２）修繕

計画業務

●修繕計画について、ライフサイクルコストの縮減の

観点から提案されているかを評価する。
１５点



5

審査項目
評価の視点 配点

大項目 中項目

（３）進捗

管理業務

●保守点検、修繕計画の進捗管理方策及び体制につい

て評価する。
５点

４ 水質管理

業務（１０点

満点）

（１）水質

管理業務

●安定した放流水質、汚泥性状を確保するための試験

計画について評価する。

●試験結果から速やかに日常の運転管理へ反映させ

る手法について評価する。

●試験計画及び日常管理への反映手法の実現性につ

いて評価する。

１０点

５ 災害・事

故・非常時対

応業務（１１

点満点）

（１）災

害・事故・

非常時対応

業務

●災害、事故、非常時等、緊急時の体制、具体的な対

応方法、支援体制等について評価する。

●市との連携や市が作成しているＢＣＰを踏まえた

自身の行動計画等について評価する。

１１点

６ 委託期間

終了時の引

継ぎ（３点満

点）

（１）委託

期間終了時

の引継ぎ

●施設特性を踏まえ、引継ぎに必要な書類及びデータ

の内容並びに収集・保管方法について評価する。

●引継ぎに必要な書類及びデータの提供方法並びに

それらを活用した計画的な方策について評価する。

３点

７セルフモ

ニタリング

業務(８点満
点）

（１）セル

フモニタリ

ング業務

●再委託先の管理を含む、セルフモニタリング業務に

関する提案内容の具体性及び実効性について評価す

る。

●市が行うモニタリングに対する協力姿勢について

評価する。

８点

８ その他

（１５点満

点）

（１）地元

経済対策ほ

か

●大牟田市民の雇用確保、地元企業の育成・活用、下

水道事業に関する広報活動、周辺住民への対応等、地

元への貢献に関する提案等について評価する。

８点

（２）その

他特筆すべ

き工夫

●維持管理水準の向上のための新規投資等、上記内容

以外の特筆すべき創意工夫について評価する。
７点

配点合計 １４０点
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3.3 技術点の得点化方法

表 ２「提案内容の審査項目の得点化方法」に示す４段階評価による得点化方法により中項

目毎の得点を算定し、その合計を技術点とする。

表 ２ 提案内容の審査項目の得点化方法

3.4 技術点における失格基準

技術点の合計が４２点以下である参加者は失格とする。

3.5 価格点の得点化方法

参考見積価格は、以下の方法により得点化して価格点とする。

① 参考見積価格が、参加者の中で最低価格である者に、配点の満点である６０点を付与する。

② 他の参加者には、次の計算式により算出した価格点を付与する。ただし、価格点は小数点以

下第３位を四捨五入して小数点以下第２位まで求める

（算出例）

Ａグループ：価格６０億円（参加者中の最低価格）の場合

価格点＝６０.００点

Ｂグループ：価格６８億円の場合

価格点＝６０点×６０億円／６８億円＝５２．９４点

判断基準 評価 得点化方法

当該審査項目について特に秀でて優れている点が認めら

れる。
Ａ 配点×１

当該審査項目について秀でて優れている点が認められる。 Ｂ 配点×０．７

当該審査項目について優れている点が認められる。 Ｃ 配点×０．３

当該審査項目について優れている点は特に認められない。 Ｄ 配点×０

価格点＝価格の配点（６０点）×参加者中の最低価格÷当該参加者の価格


